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協会けんぽ福島支部の保険料率が変わりました

40～64歳までの方の保険料率は、健康保険料率に介護保険料率が加わった11．21％となります。
詳細は、令和７年２月に納入告知書に同封してお送りしたリーフレット（保険料額表）をご確認ください。

福島支部の一番の課題は「④要治療者の医療機関受診率」を上げることです。健診結果で「要治療」と判定されたなど、
検査数値が基準以上となった従業員に対し、早急に医療機関を受診するようお声がけをお願いいたします。

保険料率の決め方
　都道府県単位保険料率は、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、都道府県の加入者
１人あたり医療費に基づいて算出されています。そのため、健康づくりの取組等で、医療費の伸びを抑える
ことができれば、保険料率の伸びを抑えることができるかもしれません。
　加えて、加入者及び事業主の皆さまの取組が保険料率に影響を与える「インセンティブ制度」が導入され
ています。５つの評価指標に基づいて、47支部が順位づけられ、上位支部には報奨金（インセンティブ）
が付与されますが、福島支部はインセンティブが付与されませんでした。

健康づくりサイクルをまわしましょう
　インセンティブ制度の５つの評価指標のうち４つは、「健康づくりサイクル」
を実践することにより改善することができます。

健診の受診
健康状態を確認するため、毎年健診を受けましょう。
健診後の行動
健診結果に応じ、生活習慣を改善したり、早期に医療機関を受診しましょう。
日々の健康づくり
食事や運動に気を付けて、良好な健康状態を維持しましょう。協会けんぽ福島
支部は、「健康事業所宣言」事業を通じ、事業所の健康づくりをサポートします。

保険料額表はこちら
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被保険者（35～74歳対象）
令和７年度  生活習慣病予防健診

の案内をしております

封筒の中をご確認ください！

生活習慣病予防健診を実施してい
る機関や金額等を掲載。
お近くやご都合のよい健診機関に
ご連絡ください。

健診当日は、保険資格の確認が
できるものをご持参ください。
チラシ裏面に、フローチャート
がございますのでご自身に合っ
た方法で保険資格の確認を受け
てください。

健診機関に予約をする際にご
活用ください。

従業員の記号・番号や、費用
補助となる検査項目を確認す
ることができます。

被扶養者（40～74歳対象）
令和７年度  特定健康診査受診券

を発送しました

　被扶養者（40歳以上74歳以下）が特定健診を受診するための特定健康診査受診券を 

４月上旬に黄色い封筒で被保険者の住所地へ直接送付しております。
　被扶養者の健診受診率は、約３割（令和５年度）と被保険者と比べると非常に低い状況です。
事業所さまからも、被保険者を通じて被扶養者の健診受診の呼びかけにご協力お願いいたします。

生活習慣病予防健診
パンフレット① チラシ② 対象者一覧③

福島県外の
健診機関でも
受診できるよ！

健診機関一覧

　令和７年度の生活習慣病予防健診のご案内を令和７年３月19日に発送
しました。緑色の封筒で事業所さま宛に案内しております。すでに予約受付が
始まっておりますので、①のパンフレットに掲載されている健診機関へ直接お申込みください。 
　例年、年度始めで予約受付を終了する健診機関もございますので、お申し込みはお早めに！
※ご予約の際に、協会けんぽへの連絡は不要です。 


